
 

 

 

 

 
柏 市 空 家 等 対 策 計 画 

 

【第 2 期】 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月改定 
 

 

 

 

柏   市 
 

  



 

 

 
 



 

 

目   次 
 

 

 

第１章 計画の概要 ··························· 1 

 １ 計画策定の背景と目的 ······················· 1 

 ２ 計画の位置付け ·························· 2 

３ 計画の対象地区 ·························· 3 

４ 計画期間 ····························· 3 

５ 対象とする空家等の種類 ······················  3 

 

第２章 空家等の現状 ·························· 4 

１ 統計にみる人口の推移と空家等の実態 ················ 4 

２ 空家等実態調査等 ························· 9 

３ 空家等の課題 ··························· 30 

 

第３章 前計画での取組及び評価 ····················· 32 

１ 前計画の施策内容 ························· 32 

２ 計画目標に対する評価 ······················· 35 

 

第４章 空家等対策に係る基本的な方針 ·················· 36 

 

第５章 空家等対策に係る施策 ······················ 37 

１ 空家等の発生予防に関する取り組み ················· 38 

２ 空家等の流通・活用の促進に関する取り組み ············· 43 

３ 空家等の適切な管理の促進に関する取り組み ············· 46 

４ 除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する取り組み  ······ 52 

５ 関係主体の連携の促進に関する取り組み ··············· 53 

 

第６章 計画目標 ···························· 58 

１ 計画目標 ····························· 58 

２ フォーラム（討論会等）の開催 ··················· 61 

 

 

参考資料 ································ 62 

 

 

 

  

本計画書では、「空き家」、「空家」の表記を、原則として空

家法（P1 参照）の表記の「空家等」にしています。 
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第１章 計画の概要 
 
１ 計画策定の背景と目的 

 

（１）背景 

少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、社会ニーズの変化等により、全国的に空家等

が増加しています。管理が不十分で荒廃化が進んでいる空家等は、建物の倒壊等による危

険性や、放火や犯罪の温床等による治安の悪化、悪臭の発生や害虫の繁殖等による公衆衛

生の悪化、地域の景観等にも影響を与え、地域の魅力を低下させるとともに、健全なコミ

ュニティ維持への影響が懸念されるなど、大きな社会問題となっています。 

こうした状況の中、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福

祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として「空家等対策の推進に関する特別措置

法」（以下、「空家法」という。）が平成２７年５月に完全施行され、これを受けて、本市

の空家等の現状や空家等対策に係る基本的な方針を示し、より総合的かつ計画的な空家等

対策を推進するため、「柏市空家等対策計画」を平成３０年３月に策定しました。 

全国的に空家等対策が進められる一方で、空家数は未だに増加傾向にあり、平成３０年

の住宅・土地統計調査では空家は８４８万９千戸（平成２５年比で３．６％増加）あると

されており、本市でも、空家等に関する相談件数は年間で３００件程度と近年増加傾向に

あります。 

そのため、市内の空家等の現状の変化を把握するとともに、これまでに実施してきた空

家等対策の成果を検証し、「住みたい 住み続けたい みんなに やさしいまち かしわ」

を実現するため、「柏市空家等対策計画」を改定することとします。 

 

 

（２）目的 

本計画は、“市民の生命、身体又は財産を保護し、生活環境の保全を図る”とともに、

“空家等の活用に促進することにより地域の活性化に資する”ことを目的とします。 
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２ 計画の位置付け 
 

本計画は、空家法第６条の規定に基づき策定するものです。 

また、本計画は「柏市第五次総合計画」を上位計画とし、「柏市住生活基本計画（第２

次）」を主要な関連計画として、その他各種関連計画との連携・整合を図り、「柏市空家等

対策協議会」の審議を経ながら定めたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■柏市空家等対策計画の位置付け 

 

柏市空家等適正管理条例 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

千葉県住生活基本計画 

柏市第五次総合計画 

柏市空家等対策計画 

関連計画 

・柏市都市計画マスタープラン 

・柏市立地適正化計画 

・その他の計画 

・柏市経営戦略方針(後期基本計画) 

・第２期柏市地方創生総合戦略 

・柏市人口ビジョン（改訂版） 

根拠 

根拠 

県 

整合 

整合 

国 

市 

柏市住生活基本計画(第２次) 

柏市空家等対策協議会 
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３ 計画の対象地区 
 

本市では、空家等が市全域に点在していることから、「市全域」を計画の対象地区とし

ます。 

 

 

 

 
 
４ 計画期間 
 

本計画の期間は、「柏市住生活基本計画（第２次）」に合わせて令和１2 年度までとしま

す。 

なお、国の空家政策の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、計画に見直しの必要性が生じ

た場合は、計画期間中であっても、適宜、見直しを図ることとします。 

 

 

 

 

５ 対象とする空家等の種類 
 

本計画で対象とする空家等の種類は、空家法第 2 条第 1 項に定義されている「空家等」

のうち、「戸建住宅」を対象とします。 

なお空家化の予防については、現在空家等ではないすべての住宅を対象とします。 

 

■本計画における空家等の対象 
 

 戸建住宅 集合住宅 

現在空家等 ◎  

現在空家等 

で は な い 
○ ○ 

凡例）◎：計画全般の対象  ○：空家化予防の対象 

 

 

 

 

 

 

 
  

 計画期間：令和 5 年度～令和 1２年度【第 2 期】 

 

■空家等対策の推進に関する特別措置法 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものを除く。 

対象地区：市全域 
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高位推計 指数 中位推計 指数 低位推計 指数

2010年 404,012 - 404,012 - 404,012 -

2015年 413,954 100.0 413,954 100.0 413,954 100.0

2020年 425,580 102.8 425,386 102.8 425,386 102.8

2025年 433,862 104.8 433,481 104.7 420,931 101.7

2030年 438,126 105.8 431,623 104.3 412,192 99.6

2035年 438,108 105.8 425,280 102.7 398,770 96.3

2040年 436,279 105.4 416,929 100.7 383,259 92.6

2045年 434,677 105.0 408,715 98.7 367,956 88.9

2050年 434,552 105.0 401,994 97.1 354,395 85.6

2055年 433,603 104.7 394,548 95.3 340,303 82.2

2060年 430,034 103.9 384,592 92.9 323,883 78.2

2065年 424,770 102.6 373,057 90.1 306,158 74.0

2070年 416,872 100.7 359,074 86.7 285,411 68.9

2075年 406,664 98.2 342,626 82.8 263,422 63.6

2080年 398,235 96.2 328,496 79.4 245,029 59.2

2085年 389,842 94.2 315,229 76.2 228,581 55.2

2090年 381,824 92.2 303,196 73.2 215,752 52.1

2095年 373,005 90.1 291,966 70.5 203,572 49.2

2100年 363,149 87.7 280,397 67.7 190,481 46.0

西暦
高位推計 中位推計 低位推計

第２章 空家等の現状 
 

１ 統計にみる人口の推移と空家等の実態 

（１）人口の推移 

本市の人口は増加傾向が続いており、令和４年１０月時点で４３.２万人となっています。 

柏市人口ビジョン（改訂版・令和３年３月）によると、今後は、令和７年（２０２５年）

の４３．３万人（中位推計）をピークに、それ以降、本格的な減少局面に入ると推計され、

令和３２年（２０５０年）には４０.２万人となっています。 

 

■人口推計（柏市人口ビジョン） 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指数は平成２７年（２０１５年）を１００とした値 

※ 平成２７年（２０１５年）は実績値、令和２年（２０２０年）以降は推計値 
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■人口の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指数は平成２７年（２０１５年）を１００とした値 

※ 平成２７年（２０１５年）は実績値、令和２年（２０２０年）以降は推計値 

 

■人口比率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推 計 値 実 績 値 
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出典：住宅・土地統計調査 

一時現在者のみの住宅 
 
空き家 
 
 
 
 
 
 
 
建築中の住宅 

住宅 居住世帯のある住宅 
 
居住世帯のない住宅 

別荘 
 
その他 

二次的住宅 
 
賃貸用の住宅 
 
売却用の住宅 
 
その他の住宅 

（２）住宅・土地統計調査による空き家数 

①空き家数の推移等 

全国的かつ継続的に行われている「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）の中で

は、住宅の居住に関する区分の中で、空き家についても対象としています。区分は下

図のとおりですが、「居住世帯のない住宅のうち、一時現在者のみの住宅と建築中の

住宅を除いたもの」が、「空き家」と定義されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

居住世帯のない住宅の分類 住宅の種類の定義 

一時現在者のみの住宅 
昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしてい

る等、そこに普段居住している者が一人もいない住宅 

空
き
家 

二次的住宅 

別荘 
週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用される住宅

で、普段は人が住んでいない住宅 

その他 
普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊

まりする等、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 

その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院等

のため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え等の

ために取り壊すことになっている住宅等（注：空家の区分の

判断が困難な住宅を含む） 

建築中の住宅 

住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが、戸締

まりができるまでにはなっていないもの（鉄筋コンクリート

の場合は、外壁が出来上がったもの） 

 

（注）住宅・土地統計調査の数値について 

・調査データは、全国の世帯の中から統計的な方法によって、約 15 分の 1 の割合で無作為

に抽出したものである。 

・「居住世帯のある住宅」とは、ふだん人が住んでいる住宅ということで、調査日現在、当該

住居に既に 3 か月以上にわたって住んでいるか、あるいは調査日の前後を通じて 3 か月以

上にわたって住むことになっている場合をいい、それ以外の「住宅」を「居住世帯のない

住宅」といい、「空き家」は「居住世帯のない住宅」の中の 1 区分として調査している。 

・以上の理由により、住宅・土地統計調査における「空き家総数」と、８ページ以降に示す

「空家等実態調査等」における「空家等数」とは数値の差がある。 

 

■住宅・土地統計調査による空き家の定義 
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総数 木造 非木造 総数 木造 非木造

二次的住宅 950 120 120 - 820 140 680

賃貸用の住宅 13,420 270 270 - 13,160 4,370 8,790

売却用の住宅 1,880 480 480 - 1,400 50 1,350

その他の住宅 6,610 3,790 3,640 160 2,820 370 2,440

空き家総数 22,860 4,660 4,510 160 18,200 4,930 13,260

（単位：戸）

空き家の種類 総数
戸建住宅 長屋建・共同住宅・その他

平成３０年の住宅・土地統計調査によると、本市の空き家総数は２２,８６０戸となって

おり、平成２５年の２０,１３０戸から 2,730 戸の増加となっています。 

平成３０年の空き家率は１１.０％で、平成２５年の１０.８％から ０.２％の増加とな

っていますが、全国（１３.６％）、千葉県（１２.６％）の値と比較すると低くなっていま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■柏市の空き家率の推移 

 

■柏市、千葉県、全国の空き家率の推移 

■柏市の空き家数（H30 住宅・土地統計調査） 
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昭和45年

以前

昭和46年

～55年

昭和56年

～平成2年

平成3年

～7年

平成8年

～12年

平成13年

～17年

平成18年

～22年

平成23年

～27年

平成28年

～30年9月

総数 183,550 5,340 21,760 35,910 17,830 16,200 22,980 19,090 19,530 11,440

腐朽・破損

あり
7,950 1,200 1,780 2,150 920 360 320 180 80 -

腐朽・破損

なし
175,600 4,130 19,980 33,770 16,910 15,840 22,660 18,910 19,450 11,440

（単位：戸）

区分 総数

建築の時期

②住宅の腐朽・破損の状況[住宅政策課31][k2] 

平成３０年の住宅・土地統計調査によると、本市における住宅の腐朽・破損の状況によ

ると、住宅総数１８３,５５０戸（居住世帯数）のうち 7,９５０戸（４.３％）が「腐朽・

破損あり」となっています。 

また建築時期でみると、「腐朽・破損あり」の住宅の割合は昭和５５年以前の旧耐震基

準により建てられたと思われる住宅が３７.５%を占めており、今後、これらの古い住宅が

空家等になった場合には、「特定空家等」になる可能性を多く含んでいると考えられます。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※戸数は十の位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■柏市における住宅の腐朽・破損の有無と建築時期 

 
（資料：平成 30 年 住宅・土地統計調査） 

 

※総数 183,550 戸は居住している世帯の住宅数であり、居住していない世帯を加えた 208,120 戸とは異なる。 

 また、戸数は十の位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は一致しない。 

■柏市における住宅の腐朽・破損の有無と建築時期 



9 

 

２ 空家等実態調査等 
 

令和４年度に、空家等の現地調査及び空家等の所有者等への意向調査を実施しました。 

 

 ２‐１ 現地調査 

（１）現地調査の概要 

空家等の所在やその状態を把握するため、令和４年７月～9 月において、現地調査を実

施しました。 

調査は、平成２９年度調査の際に見つかった空家等の他、地域住民より相談、情報提供

のあった建物や水道の閉栓状況をもとに、空家等候補として抽出し、当該空家等候補に対

して、現地にて空家等かどうかの判定及び建物の老朽化や危険度等についての詳細調査を

行いました。 

 

（２）調査結果 

① 空家等件数及び特定空家等候補件数 

調査の結果、本市の空家等の総数は１ ,７３９件あり、そのうち約２1％に相当する

372 件が特定空家等候補となりました。 

平成２９年度調査の結果と比較すると、総数は１０８件（６.６％）増加、特定空家等候

補は１46 件（６4.６％）の増加となっています。特定空家等候補の大幅な増加は、平成

２９年度は９月～１０月の調査であるのに対し、今回は７月～9 月の調査であるため、調

査時期による影響が考えられ、立木の繁茂のみが理由に特定空家等候補になっているもの

が１３８件あります。 

令和４年度調査で空家等であると判定された建物の内訳をみると、平成２９年度調査で

空家等であると判定された建物が８１３件（４６.８％）、平成２９年度以降空家等になっ

たと判定された建物が９２６件（５３.２％）となっています。 

また，平成２９年度調査で空家等であると判定された建物のうち、解体や新規入居など

の理由で空家等ではなくなった建物が８１８件となっています。 

 

■空家等、特定空家等候補数の比較表 

 

 

 

 空家等総数 空家等 特定空家等候補 

平成２９年度 １,６３１件 
１,４０５件 

（８６.１％） 

２２６件 

（１３.９％） 

令和４年度 １,７３９件 
１,３67 件 

（７８.6％） 

３72 件 

（２１.4％） 

増   減 
+１０８件 

（+６.６％） 

－38 件 

（－2.7％） 

+１46 件 

（+６4.６％） 
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■空家等、特定空家等候補数の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等の内訳 
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② 空家等の分布状況 

空家等の分布状況をみると、空家等が集中している地域は、JR 常磐線の柏駅から南柏

駅にかけての駅周辺及び線路東側の地域、柏駅以南の東武野田線の各駅周辺及び線路西側

の地域となっています。 

また、各駅からの徒歩圏内における空家等の分布状況をみると、東武野田線の柏駅以南

の各駅では、空家等が比較的多く分布しています。 

平成２９年度以降の増減の変化でみると、東武野田線の江戸川台駅、初石駅の東側、豊

四季駅の南側の地域で空家等は増加、つくばエクスプレス線の柏の葉キャンパス駅、柏た

なか駅の東側の地域では空家等は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等の分布状況 1 

 



12 

 

市街化区域、市街化調整区域の空家等の分布状況をみると、市内にある 1,739 件の空

家等のうち、1,590 件（91.4％）が市街化区域内にあり、残りの 149 件（8.6％）が

市街化調整区域内にあります。 

特定空家等候補の件数では、372 件の特定空家等候補のうち、318 件（85.5％）が

市街化区域内にあり、残りの 54 件（14.5％）が市街化調整区域内にあります。 

また、特定空家等候補の比率をみると、市街化調整区域内にある 149 件のうち 54 件

が特定空家等候補であり比率は 36.2％となっており、市街化区域の 20.0％（1,590 件

のうち 318 件）と比べても高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等の分布状況 2 
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出典：表中の⑫の「世帯数」は令和 2 年国勢調査 

出典：表中の⑭の「平成 29 年度の空家率」は第 1 期柏市空家等対策計画 

注）表中の⑪は、⑦から店舗及び集合住宅を除いた値であり、これは⑫と単位を揃えるためである。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

令和4年度
⑪/（⑪+⑫）

平成29年度
増減

（⑬-⑭）

田中地域 79 108 -29 17 12 5 96 120 -24 8 88 9,374 0.9% 1.2% -0.3%

西原地域 83 60 23 12 9 3 95 69 26 6 89 5,209 1.7% 1.3% 0.4%

富勢地域 97 91 6 24 18 6 121 109 12 4 117 5,594 2.0% 1.8% 0.2%

松葉町地域 10 15 -5 1 0 1 11 15 -4 0 11 1,410 0.8% 1.0% -0.2%

高田・松ヶ崎地域 68 71 -3 15 17 -2 83 88 -5 2 81 4,693 1.7% 1.8% -0.1%

豊四季台地域 66 76 -10 19 11 8 85 87 -2 2 83 4,810 1.7% 1.7% 0.0%

旭町地域 39 41 -2 4 5 -1 43 46 -3 1 42 1,618 2.5% 2.4% 0.1%

新富地域 72 47 25 12 11 1 84 58 26 11 73 5,546 1.3% 1.0% 0.3%

柏中央地域 107 98 9 15 15 0 122 113 9 8 114 5,030 2.2% 1.9% 0.3%

新田原地域 82 67 15 8 13 -5 90 80 10 3 87 3,626 2.3% 2.0% 0.3%

永楽台地域 76 60 16 8 7 1 84 67 17 6 78 3,668 2.1% 1.8% 0.3%

富里地域 74 73 1 6 6 0 80 79 1 6 74 2,731 2.6% 2.5% 0.1%

増尾地域 56 79 -23 37 8 29 93 87 6 2 91 6,215 1.4% 1.3% 0.1%

光ケ丘地域 94 160 -66 54 13 41 148 173 -25 7 141 8,095 1.7% 2.1% -0.4%

酒井根地域 44 41 3 11 5 6 55 46 9 2 53 3,192 1.6% 1.4% 0.2%

藤心地域 55 57 -2 27 12 15 82 69 13 7 75 4,098 1.8% 1.6% 0.2%

南部地域 136 128 8 37 24 13 173 152 21 6 167 7,997 2.0% 1.9% 0.1%

風早南部地域 54 48 6 21 17 4 75 65 10 9 66 6,571 1.0% 1.0% 0.0%

風早北部地域 49 58 -9 21 6 15 70 64 6 7 63 5,989 1.0% 1.0% 0.0%

手賀地域 21 27 -6 22 17 5 43 44 -1 10 33 1,286 2.5% 2.5% 0.0%

柏の葉地域 5 1 6 0 6 847 0.7%

合計 1,367 1,405 -38 372 226 146 1,739 1,631 108 107 1,632 97,599 1.6% 1.6% 0.0%

地域名

⑬ ⑭ ⑮

令和4年度 平成29年度
増減

（①-②）
令和4年度 平成29年度

増減
（④-⑤）

令和4年度 平成29年度
増減

（⑦-⑧）

空家率

世帯数店舗等

空家等総数のうち
独立住宅、

住商併用建築物
（⑦-⑩）

空家等 特定空家候補 空家等総数
⑩ ⑪ ⑫

③ 地域別空家率の状況 

令和４年度の空家率を地域別にみると、中心市街地である柏駅周辺の旭町地域や富里地

域、市東部の手賀地域で空家率は高く、新たなまちづくりが進行している市北部の田中地

域、松葉町地域、柏の葉地域では空家率は低い結果となりました。 

平成２９年度調査の結果と比較すると、田中地域、松葉町地域、高田・松ヶ崎地域の市

北部に加え、光ヶ丘地域で空家率は減少しています。風早北部地域、風早南部地域、手賀

地域の市東部、豊四季台地域では空家率に変化はなく、残りの地域では空家率は増加して

います。 

各地区の空家等の解消、増加等の件数をみると、松葉町地域、高田・松ヶ崎地域、光ヶ

丘地域では、平成２９年度調査から継続している継続空家等件数及び平成２９年度調査以

降に空家等になったと思われる新規空家等件数は市全体の平均よりも少なく、解体や新規

居住者等の入居で空家等が解消された解消空家等件数は市の平均よりも多く、空家率の減

少が見られます。特に光ヶ丘地域は解消空家等件数が多い地域となっています。一方で、

西原地域、富勢地域、酒井根地域、藤心地域、南部地域では、継続空家等件数、新規空家

等件数は市の平均よりも多く、解消空家等件数は市の平均よりも少なく、空家率の増加が

みられます。柏駅周辺の地域では、新規空家等件数は少ないですが、解消空家等件数も少

なく、継続空家等件数は多い傾向が見受けられます。 
 

■地域別空家率 
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■地域別空家率 
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■地域別空家率の増減 
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送付先
送付

件数
割合 送付先

送付

件数
割合 送付先

送付

件数
割合

柏市内 803 53.5% 柏市内 803 53.5%

千葉県内 247 16.4%

東京都 228 15.2%

埼玉県 47 3.1%

神奈川県 52 3.5%

北関東 39 2.6%

その他 86 5.7%

計 1,502 1,502 1,502

69.9%

千葉県外 452 30.1%
柏市外 699 46.5%

千葉県内 1,050

 ２‐２ 意向調査 

（１）意向調査の概要 

空家等の所有者等の意向を把握するため、令和４年１０月に、アンケート調査を実

施しました。 

調査は、令和 4 年 7 月から 9 月に実施した現地調査の結果、空家の可能性が高いと

判断した建物の所有者等 1,502 人を対象に調査票を送付しました。 

調査対象者の所在地は、柏市内が 803 人（53.5％）、柏市外が 699 人（46.5％）

であり、柏市外のうち 452 人（64.7％、対象者全体の約 30.1％）が千葉県外に在住

しています。 

アンケートの回答は 558 人から得られ、そのうち建物を使用していない、いわゆる

“空家等”は 362 件となっています。 

アンケートでは、所有者の年齢、世帯構成、建物の使用状況、空家である期間、空

家となった理由、管理状況等について聞いています。 

 

■意向調査の概要 
 

項目 方法・件数等 

調査対象選定方法 
現地調査の結果、空家の可能性が

高いと判断した建物の所有者等 

調査方法 郵送によるアンケート 

調査対象件数 1,502 件 

回答件数 558 件（回収率：37.2％） 

住宅として使用していない建物件数 

（空家等件数） 
362 件 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケート調査対象者の所在地の割合 
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所有者の年齢 回答数 割合

単身世帯 135 24.2%

夫婦のみ世帯 175 31.4%

２世代世帯 171 30.6%

３世代世帯 12 2.2%

その他 33 5.9%

未回答 32 5.7%

計 558 100.0%

所有者の年齢 回答数 割合

２９歳以下 1 0.2%

３０～３９歳 6 1.1%

４０～４９歳 20 3.6%

５０～５９歳 82 14.7%

６０～６９歳 133 23.8%

７０～７９歳 152 27.2%

８０歳以上 131 23.5%

未回答 33 5.9%

計 558 100.0%

（２）調査結果 

① 所有者の年齢 

アンケート調査の対象となった建物の所有者の年齢は、70 代が最も多い 152 件

（27.2％）、次いで 60 代が 133 件（23.8％）、80 歳以上が 131 件（23.5％）となっ

ており、所有者の年齢が 60 歳以上の空家等は、全体の 74.6％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 所有者の世帯構成 

所有者の世帯構成は、「夫婦のみ世帯」が 175 件（31.4％）で最も多く、次いで「2

世代世帯」が 171 件（30.6％）、「単身世帯」が 135 件（24.2％）となっています。 
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建物の使用状況 回答数 割合

居住している、居住する予定がある 196 35.1%

居住していない 362 64.9%

計 558 100.0%

建物の使用方法 回答数 割合

自宅として使用している 76 38.8%

週末や休暇時、

帰省時に使用している
17 8.7%

賃貸住宅として貸し出している 22 11.2%

現在は使用していないが、

将来は使用する予定でいる
28 14.3%

その他

（倉庫として使用している等）
26 13.3%

未回答 27 13.8%

計 196 100.0%

③ 建物の使用状況 

アンケート調査の対象となった建物の使用状況は、362 件（64.9％）は「居住してい

ない」空家となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

④ 建物の使用方法 

建物の使用状況で「居住している、居住する予定がある」と回答した人を対象に、建

物の使用方法を調査した結果、76 件（38.8％）は「自宅として使用している」と回答し

ました。また「その他」は「倉庫として使用している」が多く、「現在は使用していない

が、将来は使用する予定でいる」とあわせと合わせると約 4 分の 1 の建物で主な生活拠点

としての人の居住実態はない という結果になりました。 
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空家等までの所要時間 回答数 割合

徒歩圏内 115 31.8％

車・電車で３０分程度 57 15.7％

車・電車で１時間程度 61 16.9％

車・電車で１時間～３時間程度 78 21.5％

車・電車で３時間以上

（日帰りが不可能）
24 6.6％

不明 7 1.9％

未回答 20 5.5％

計 362 100.0％

空家等の取得方法 回答数 割合

相続した 147 40.6%

新築した・新築を購入した 100 27.6%

中古を購入した 77 21.3%

無償で譲渡された 4 1.1%

不明 2 0.6%

その他 14 3.9%

未回答 18 5.0%

計 362 100.0%

⑤ 空家等の取得方法 

現在空家等になっている建物の取得方法は、相続による取得が147件（40.6%）で最

も多く、次いで「新築した・新築を購入した」が 100 件（27.6%）、「中古を購入した」

が 77 件（21.3％）となっており、現在空家等となっている建物の取得方法は相続と購入

が全体の約 9 割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 空家等までの所要時間 

空家等までの所要時間は、「徒歩圏内」が 115 件（31.8％）で最も多く、次いで

「車・電車で 1 時間～3 時間程度」が７８件（21.5％）となっており、日帰りが不可能だ

と回答した人は 24 件（6.6％）となっています。 
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空家等の建築時期 回答数 割合

昭和２５年以前 6 1.7％

昭和２６年～昭和３５年 17 4.7％

昭和３６年～昭和４５年 72 19.9％

昭和４６年～昭和５５年 149 41.2％

昭和５６年～平成２年 57 15.7％

平成３年～平成１２年 14 3.9％

平成１３年～平成２２年 5 1.4％

平成２３年以降 0 0.0％

不明 27 7.5％

未回答 15 4.1％

計 362 100.0％

空家等になった期間 回答数 割合

１年未満 8 2.2％

１年以上～３年未満 53 14.6％

３年以上～１０年未満 155 42.8％

１０年以上 122 33.7％

不明 7 1.9％

未回答 17 4.7％

計 362 100.0％

空家等の建築時期 回答数 割合

昭和55年以前 244 67.4％

昭和56年以降 76 21.0％

不明・未回答 42 11.6％

計 362 100.0％

⑦ 空家等の建築時期 

現在空家等になっている建物の建築時期は、昭和 55 年以前の旧耐震基準により建てら

れたと思われるものが全体の 244 件（67.4％）を占めています。 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 

 

⑧ 空家等になった期間 

空家等になった期間は、3 年以上～10 年未満が最も多く全体の 155 件（42.8％）を

占め、次いで 10 年以上の 122 件（33.7％）の順となっており、空家等の期間が長い建

物が多い結果となりました。 
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空家等になったきっかけ 回答数 割合

居住していた人または親族等が

亡くなったため
110 30.4%

貸借人などの入居者が退去したため 58 16%

居住していた人が施設入所または

入院したため
55 15.2%

住宅を買い替えたため 43 11.9.0%

相続により取得したが

入居しなかったため
26 7.2%

勤務等で長期不在のため 7 1.9%

その他 48 13.3%

未回答 15 4.1%

計 362 100.0％

空家等のままになっている理由（複数回答） 回答数

物の保管場所として使用している 93

将来使うことを考えている 72

売り出し中だが成約していない 47

税制上の理由で取り壊しを控えている 42

思い入れがあるので、解体や売却をしたくない 41

賃貸の準備中である 25

相続人が決まらない 19

その他 123

未回答 17

⑨ 空家等になったきっかけ 

空家等になったきっかけは、「居住していた人または親族等が亡くなったため」が 110

件（30.4%）と最も多く、次いで「賃借人などの入居者が退去したため」が 58 件

（16.0％）、「居住していた人が施設入所または入院したため」の 55 件（15.2％）の順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 空家等のままになっている理由 

空家等のままになっている理由は、「解体を予定している」、「所有者が施設入所してい

る」、「利用方針未定」等の「その他」が 123 件で最も多く、次いで「物の保管場所とし

て使用している」が 93 件、「将来使うことを考えている」が 72 件で多い結果となってい

ます。 
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空家等の状態（複数回答） 回答数

現在でも住める状態 172

建物内部に破損がある 85

外壁の一部に破損、崩れがある 65

屋根の瓦やトタン板等に剥がれがある 64

物干し・バルコニーのいずれかに崩れがある 40

建物が明らかに傾いている 7

把握していない 26

その他 49

未回答 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪空家等の状態 

空家等の状態について、「現在でも住める状態」と回答した人が最も多く、次いで「建

物内部に破損がある」、「外壁の一部に破損、崩れがある」となっています。また「把握し

ていない」が 26 件あり、所有者自身が建物の状態を把握しておらず、維持管理が行われ

ない恐れがあります。 
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空家等の維持管理状況について 回答数 割合

維持管理している 269 74.3%

維持管理していない 80 22.1%

未回答 13 3.6%

計 362 100.0%

空家等の維持管理の頻度 回答数 割合

ほぼ毎日 13 4.8%

週に１回程度 35 13%

月に１回程度 52 19.3%

２～３ヶ月に１回程度 64 23.8%

半年に１回程度 57 21.2%

１年に１回程度 19 7.1%

数年に１回程度 12 4.5%

その他 6 2.2%

未回答 11 4.1%

計 269 100.0%

⑫空家等の維持管理状況について 

空家等の維持管理をしていないと回答した方は 80 件（22.1％）で、多くの空家所有者

は維持管理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 空家等の維持管理の頻度 

空家等の維持管理をしていると回答した所有者を対象に、維持管理の頻度を調査しまし

た。維持管理の頻度としては、「2～3ヶ月に1回程度」が64件（23.8％）と最も多く、

次いで「半年に 1 回程度」が 57 件（21.2％）、「月に 1 回程度」が 52 件（19.3％）の

順となっており、所有者の約 9 割は、年に 1 回以上は維持管理を行っている回答していま

す。 
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空家等の維持管理をしている人（複数回答） 回答数

所有者または家族 231

親戚 24

近所の方 9

知人・友人 1

民間業者（管理会社、植木剪定業者等） 32

その他 6

未回答 5

空家等の維持管理の内容（複数回答） 回答数

外回りの清掃、草取り、剪定など 224

戸締りの確認 184

住宅の通風・換気 157

郵便物、チラシなどの整理・処分 148

台風、地震などの後の見回り 129

傷み、雨漏りなどの見回り 125

住宅内の清掃 94

水回りなどの点検 65

その他 17

未回答 3

⑭空家等の維持管理をしている人 

空家等の維持管理をしている人は、「所有者または家族」が 231 件で、維持管理をして

いると回答した人（269 件）のうち、85.9％が所有者自ら管理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮空家等の維持管理の内容 

空家等の維持管理をしていると回答した人を対象に、維持管理の内容について確認を行

った結果、様々な管理を行っていました。特に「外回りの清掃、草取り、剪定など」、「戸

締りの確認」を行っている人が多い結果となりました。 
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空家等の維持管理をしていない理由（複数回答） 回答数

遠方に住んでいるため維持管理ができない 31

高齢のため維持管理したくてもできない 17

管理費用が問題で維持管理ができない 12

権利関係等（相続・借家人・借地人）の問題で維持管理が困難である 7

現状は問題ない 14

その他 18

未回答 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯空家等の維持管理をしていない理由 

空家等の維持管理をしていない理由としては、「遠方に住んでいるため」が 31 件と最

も多く、次いで「売却の予定」、「相続が完了していない」等の「その他」が 18 件、「高

齢のため維持管理したくてもできない」の 17 件の順となっています。 
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空家等の維持管理で困っていること（複数回答） 回答数

取り壊しをしたいが費用が不足している 60

賃貸や売却に関する相談先が見つからない 58

遠方に住んでいるため維持管理ができない 56

高齢のため維持管理したくてもできない 49

取り壊しや修繕に関する相談先が見つからない 45

修繕（リフォーム等）をして使用したいが費用が不足している 33

管理費用が問題で維持管理ができない 23

権利関係等（相続・借家人・借地人）の問題で維持管理が困難である 19

維持管理について問題は感じていない 80

その他 62

未回答 65

今後５年間での空家等の活用予定（複数回答） 回答数

売却する 151

将来、所有者やその他の親族が利用する 61

解体して土地を利用する 47

賃貸する 37

空家のままにしておく 122

その他 43

未回答 24

⑰ 空家等の維持管理で困っていること 

空家等の維持管理で困っていることは、「取り壊しをしたいが費用が不足している」が

60 件、「賃貸や売却に関する相談先が見つからない」が５８件、「遠方に住んでいるため

維持管理ができない」が５６件となっています。一方，「維持管理について問題は感じて

いない」との回答が 80 件ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ 今後 5 年間での空家等の活用予定 

今後の空家等の活用予定については、「売却する」が 151 件で最も多くなっています。

活用せず「空家のままにしておく」が 122 件あり、「売却する」に次いで多い結果となり

ました。 
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空家等のままにしておく理由（複数回答） 回答数

物置として必要だから 41

将来、自分や親族が使うかもしれないから 35

特に困っていないから 32

取り壊すと固定資産税が高くなるから 27

満足できる価格で売れそうにないから 21

解体費用をかけたくないから 21

仏壇など捨てられないものがあるから 18

更地にしても使い道がないから 16

労力や手間をかけたくないから 14

他人に貸すことに不安があるから 14

資産として保有しておきたいから 12

リフォーム費用をかけたくないから 12

好きな時に利用や処分ができないから 11

古い、狭いなど住宅の質が低いから 8

満足できる家賃で貸せそうにないから 8

戸建てを借りる人が少ないから 8

道路付けや交通の便が悪いから 6

中古戸建てを買う人が少ないから 4

その他 20

未回答 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲ 空家等のままにしておく理由 

今後の空家等の活用予定について、「空家のままにしておく」と回答した人を対象に、

空家のままにしておく理由を確認した結果、「物置として必要だから」が 41 件で最も多

く、次いで「将来、自分や親族が使うかもしれないから」が 35 件、「特に困ってないか

ら」が 32 件となっています。 
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⑳ 市に期待する支援、要望等 

空家等に関し、市に期待する支援、要望については、「不動産、建築、相続手続、法律

の専門家に相談できる窓口の設置」が最も多く、空家所有者は専門家に相談できる窓口の

設置が必要だと回答しています。また市による解体・リフォーム等の施工業者や不動産業

者の紹介が必要という回答も多くなっています。 
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空家情報バンクへの登録 回答数 割合

今後，登録したい 12 3.3%

内容が分からないが，

条件が合えば登録したい
102 28.2%

登録の予定はない 200 55.2%

未回答 48 13.3%

計 362 100.0%

市に期待する支援、要望等（複数回答） 回答数

不動産、建築、相続手続、法律の専門家に相談できる窓口の設置 110

市による解体・リフォーム等の施行業者の紹介 81

市による不動産業者の紹介 65

建替え、リフォーム等について相談できるアドバイザーの派遣 44

市による管理代行業者の紹介 43

公共機関による入居希望者への空家情報提供 37

市による造園業者の紹介 33

その他 66

未回答 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑ 空家情報バンクへの登録 

市で現在運用中のカシニワ情報バンクへの登録の意向を調査した結果、「登録の予定は

ない」が 200 件（55.2％）で、半数以上が登録の意思はないとの回答でした。また「内

容が分からないが、条件が合えば登録したい」が 102 件（28.2％）となっています。 
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３ 空家等の課題 
 

空家等に関する問題・課題は、空家等の進行段階ごとに特徴があり、下記のとおり整理

できます。 

 

（１）空家になる前の段階 

本市の人口は増加傾向にありますが、令和 7 年をピークに減少傾向に転ずると推計され

ています。急激な人口減少は見込まれていないものの、人口のボリュームが多い団塊の世

代が後期高齢者になり、高齢化が顕著になってきていることや世帯数は増加傾向にあって

も、1 世帯当たりの人員は減少傾向になることから核家族化の進行も見受けられます。既

存住宅の老朽化に加え、高齢化や少子化、核家族化等による高齢独居世帯の増加、ライフ

スタイルの変化等により、今後は利用がなされない空家等のさらなる増加が予想されます。

特に、郊外部の高度成長期に造成された団地での住宅の老朽化・所有者の高齢化による空

家等の大量発生も懸念されます。 

空家等となる直接の原因は、所有者の高齢化に伴い、より利便性がよい地域への住み替

え、所有者の施設への入所や死亡により空家状態となり、所有者とは別に居住する家族や

相続人による居住継続が困難なことなどが挙げられます。特に、相続を契機とした空家等

の取得が多い中、いわゆる“相続問題”が発生した場合、登記がなされない場合には、空

家等の活用等が進まず、長期にわたり空家状態となることが考えられます。 

一度空家で放置されると管理や対応が困難となるため、空家等の発生の前段階での適正

な管理に努めるとともに、空家等になる前に建物の売却や活用に有効な施策展開を図る必

要があります。 

 

（２）空家になる段階 

空家等の相続人が今後居住の予定がない、または住み替え等により発生する空家等は、

活用や売却を進めることとなりますが、そのためには改修や解体が必要なケースも多く、

費用工面ができない、建物や立地条件が悪く賃貸や購入希望者がなかなか見つからないな

どにより、活用等が進まないケースも見られます。 

そのため、貸し手と借り手のマッチングの工夫や、住宅以外での活用の仕組みづくりな

ど、長期にわたり空家状態とならないように、空家等の活用を促進する必要があります。

また空家等の価値を維持し、市場に流通させやすくする施策も必要になります。 
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（３）空家を管理している段階 

地域住民の生活環境への悪影響を防止するため、空家所有者は日常的に空家等の適切な

管理を行う必要があります。一方、空家等の管理に関する所有者の意識不足や、所有者が

遠隔地に居住するなど、所有者による日常的な空家等の適切な管理が行われない場合があ

ります。 

このような“管理不全状態の空家等”は、建物の市場性の低下をもたらし、不動産とし

ての有効活用の機会損失につながるばかりではなく、地域の安全性の低下、公衆衛生の悪

化等の問題を生じさせることとなります。 

そのため、所有者に対して空家等の適切な管理を積極的に働きかけるとともに、管理に

関するサポート体制の充実を図る必要があります。 

また、周辺へ悪影響を及ぼす管理不全状態の空家等については、さらに強い措置も必要

となります。 

 

（４）空家を除却しようとする段階 

市場性が低く、流通・活用が見込めない空家等については、今後、周辺へ悪影響を及ぼ

す恐れがあることから、まずは所有者自らの責務で除却を進めることが必要です。 

しかしながら、経済的理由により除却が困難な人や、税制上空家を更地にすると固定資

産税が高額となるため、除却するよりも放置する方が有利と考えている人が多いことが問

題となっています。 

そのため、除却を促す仕組みづくりが必要です。 

 

（５）その他共通 

空家の問題は、所有者の責務において解決することが前提ですが、さまざまな事由によ

り所有者のみでは解決が難しいケースも見られます。 

また、所有者等が不明な場合や、空家等をどのように活用・処分すべきか、誰に相談し

たら良いか分からないといった理由で、長期間空家等となる場合もあります。 

このような空家等は、適切な管理を怠れば、周辺へ悪影響を及ぼすだけではなく、地域

全体の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねません。 

そのため、空家等の問題は地域全体の問題と捉え、地域や専門家団体等との連携、相談

体制の整備が必要です。 
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第３章 前計画での取組及び評価 

 

1 前計画の施策内容 

（１）相談窓口の整備 

住宅政策課でのワンストップ窓口として空家の窓口を整備しました。住宅政策課窓口で

空家に関する相談を確認し、専門家団体につなげています。市民への空家に対する予防強

化のため、柏市ホームページ、啓発チラシ等にて周知しています。 

 

（２）体制の整備 

専門家団体と連携した体制の整備を実施。 

平成 28 年 5 月 11 日に公益社団法人柏市シルバー人材センターと空家等の適正な管理

の推進に関する協定を締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 11 月 16 日に専門家５団体（千葉司法書士会、一般社団法人千葉県宅地建

物取引業協会東葛支部、公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部、公益社団法人千葉県

建築士事務所協会東葛支部、一般社団法人千葉県建築士会柏支部）と柏市における空家等

の対策に関する協定を締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 2 月より空家所有者等に空家の利活用や適正管理に関する情報を提供するた

め、空家の専門家である「空家相談員」を紹介する空家相談員制度（専門家による無料相

談）を整備しました。 

 

 

協定の内容 

空家所有者への同法人の空家管理業務の紹介及び同法人が

確認した特定空家等の市への情報提供。 

協定の内容 

市と専門家団体が相互に連携及び協力をして市内空家等が

管理不全な状態にならないよう対策を進める。（空家所有者

等に対する相談窓口体制整備への協力等） 
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（広報かしわ 平成 31 年 2 月 1 日号より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定空家等の判断基準の整備 

前計画の期間内に法改正等がなかったため、判断基準の見直しは未実施。法改正等の際

に必要に応じて見直しを図ります。 

 

（４）地域団体との連携 

要請のあった市内町会や市民団体、学校（中学校）に対し、空家に対する学習会等とし

て職員の講師派遣を行い、空家予防等啓発に努めました。今後も継続の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家相談員制度の利用実績 

平成 30 年度  1 件 

令和元年度  2 件 

令和３年度  1 件 

令和４年度  2 件 

地域団体との連携実績 

平成 30 年度  1 件 

令和元年度  2 件 

令和 2 年度  2 件 

令和３年度  1 件 

令和４年度  1 件 



34 

 

（５）財産管理人制度の活用 

平成 29 年度より、相続人のいない特定空家等を対象として、家庭裁判所による財産管

理人制度を活用し、特定空家の解体・再流通を目的として、民法 952 条による相続財産

管理人選任申立を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）相談会の開催 

計画はありますが、令和 2 年からのコロナ禍により未実施です。今後相談会を開催して

いきます。 

 

（７）空家等活用への支援 

空き家の活用を支援する取り組みとして，「カシニワ・おうち」として空き家情報バンク

の設置や，おうち活用事業を行う個人や団体に対して改修費等に要する費用の一部を補助

する制度を作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）税制面による空家対策 

平成28 年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲

渡所得の3,000 万円特別控除）」が創設されました。相続又は遺贈により空き家及びそ

の敷地を取得した個人が、空き家を売却した際に、空き家の解体など一定の基準を満たす

場合には譲渡所得から3,000 万円が控除されます。 

本市では、申請に基づき特例措置の適用を受けようとする方が確定申告書に添付する確

認書（被相続人居住用家屋等確認書）の交付を行っておりますが、確認書の交付件数は制

度開始後から年々伸び続け、令和３年には５７件の受付件数となり、開始当初から令和３

年度までの合計受付件数は160 件になりました。 

 

財産管理人制度の活用実績 

平成 29 年度  1 件 

平成 30 年度  3 件 

令和元年度  2 件 

令和 2 年度  7 件 

令和３年度  6 件 

令和４年度  5 件 

空家等活用への支援実績 

空き家活用補助事業 

令和２年度 空き家活用促進モデル事業補助金  1 件 

令和３年度 柏市おうち活用事業補助金  1 件 

カシニワ制度におうちを追加し、空き家物件情報を追加 

令和 4 年度末時点 登録件数   2 件 
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現況 計画目標 達成度

平成29年度末 令和４年度末 令和４年度末

相談窓口の整備 相談窓口の整備状況 庁内のみの体制
専門家等と連携した相談窓口の
開設・運用 〇

体制の整備
多岐にわたる空家等の問題を解決
するための体制の整備状況

庁内のみの体制
専門家等と連携した体制の整
備・運用 〇

特定空家等の判断基準の整備 特定空家等の判断基準の整備状況 ガイドラインに準じた基準 見直し・運用 －

地域団体との連携

地域団体（町会・自治会）と連携
し、空家等の発生の前段階での情
報提供や、空家等に関する情報共
有の仕組みの整備状況

一部の町会・自治会において、
自主的に情報提供

全ての町会・自治会への、空家
等に係る情報共有、空家等の見
守り自主活動体制の普及啓発

〇

財産管理人制度の活用
所有者や相続人が不明な場合に、
家庭裁判所が選任した財産管理人
が空家の保存や処分を行う制度

先行的に29年度１件実施
速やかに対応できる体制整備に
より実施 〇

相談会の開催
空家等の所有者等や相続予定者を
対象とした相談会

未整備 専門家等の協力を得て実施 ×

空家等活用への支援
空家等の公益的施設として活用，
子育て世帯の活用に関する支援

未整備 支援制度の整備 〇

指標名 指標の説明

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画目標に対する評価 

（1）計画目標に対する評価 

平成２９年度に設定した計画目標に対して、令和４年度末時点で、相談会の開催につい

ては新型コロナウイルス感染症の流行により開催できませんでしたが、それ以外の目標に

ついては、概ね達成することができました。達成状況の詳細は以下の内容となっています。  

 

■計画目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

※達成度欄について：「○」は達成、「×」は未達成、「－」は状況により未実施を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人居住用家屋等確認申請の受付件数 

平成 30 年度  １９件 

令和元年度  ２3 件 

令和 2 年度  ３１件 

令和３年度  ５７件 
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第４章 空家等対策に係る基本的な方針 

本市の空家等の現状や課題を踏まえ、今後の取り組みに向けた基本的な方針を定め、対

策を進めます。 

方針は、対策の目指すべき方向とその取り組み方法という観点とし、次の２項目を設定

しました。 

 

基本的な方針１： 魅力ある住環境づくり 

空家等の課題は、地域の安全・安心、景観・環境、活力等、様々な面に影響を及ぼすこ

ととなります。 

今後、人口ボリュームのある団塊世代が後期高齢化年齢に入り、空家等の発生や空家問

題の深刻化が予想されます。また近年、日本では災害が多様化、激甚化していることから、

空家等の課題は、所有者個人の課題だけではなく地域全体で考えなくてはならない課題と

なっています。 

そのため、柏市立地適正化計画等のまちづくり計画と整合を図りつつ、市民のニーズに

配慮し、強靭で持続可能な都市、住み続けられるまちづくりを目指し、空家等に関する課

題を解決することで、市民の安全・安心を確保し、「住みたい 住み続けたい みんなに

やさしいまち かしわ」の実現に向けて、魅力ある住環境をつくることとします。 

 

基本的な方針２： 協働のまちづくり 

空家等の課題は、管理上の課題や流通上の課題、法律上の課題等、多岐にわたるため、

所有者のみでは解決が困難な場合があります。 

そのため、所有者、市民・地域、専門家、事業者、警察、行政等、多くの関係主体が連

携し、空家等の問題を自分のまちの身近な問題として捉え、空家所有者だけではなく、み

んなで協働して解決に取り組むこととします。 

 

 

 

空家等の発生の予防、流通・活用の促進、適切な管理の促進、

関係主体の連携の促進を通じて、すべての人々が安全で暮らしや

すい魅力ある住環境づくり、だれもが参加できる形の協働のまち

づくりを目指します。 

SDGs が掲げる目標 11「住み続けられるまちづくりを」、目標

17「パートナーシップで目標を達成しよう」の 実現に向け総合的

な空家等対策を推進します。    
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第 5 章 空家等対策に係る施策 
 

前述の「基本的な方針」を踏まえ、下図の施策体系にて計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

■施策の体系  
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１ 空家等の発生予防に関する取り組み 
 

現在、空家等となっているものへの対策と並行し、新たな空家等の発生を予防するこ

とが、根源対策として重要です。 

居住者の死亡等により発生した空家は，適切な管理が行われないと管理不全の空家と

なり，いずれは特定空家になってしまいます。管理不全の空家や特定空家等にしないた

めには，より早い段階で対策を進めることが効果的であり，空家発生前からの所有者等

への働きかけが重要となります。 

そのため、現状をしっかりと調査し、その結果を受けて予防施策を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 １‐１ 空家等の調査 

空家等の状況は刻々と変化するため、空家等の対策を検討・実施するためには最新情

報の把握が必要であることから、次の施策を推進します。 

 

（１）定期的な空家等の実態調査 

空家等の所在やその状態を把握するため、平成 29 年度及び令和４年度に実態調査を

実施しました。この調査は、空家等か否かの判定や、空家等の建築物及び当該敷地内

の工作物の管理が適切に行われているか否かを調べたものです。 

今後も引き続き、市民からの情報提供のほか、定期的に実態調査を実施し、市内の

空家等の実態を時系列的に把握することで、必要な対策を講じる基本情報とします。 
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（２）空家等の所有者等の調査・特定 

新たに空家等の候補とされた建物については、関係機関等と連携及び協力を得て、

不動産登記簿、固定資産課税情報等を確認し、所有者等の特定に努めます。 

なお、上記の他、住民票の情報や、戸籍情報、近隣住民への聞き取り調査などを実施

しても所有者の特定ができない場合や、相続放棄により所有者等がいない場合は、財

産管理人制度（※）の利用を検討します。 

 

（３）空家等の所有者等への意向調査 

空家等の所有者等の意向を把握するため、平成 29 年 3 月及び令和４年１０月にア

ンケートによる意向調査を行いました。この調査は、空家等の管理実態、今後の意向、

必要な支援・要望等をたずねたものです。 

今後も、必要に応じて意向調査を実施し、活用可能な空家等の抽出、所有者等や活

用希望者のニーズに応じた施策を検討していくための基礎資料とします。 

 

（４）空家等の情報のデータベース化 

空家等の実態調査の結果、所有者等の調査結果、所有者等への意向調査の結果をデ

ータベース化し、情報を更新・管理できる仕組みづくりをよりいっそう推進します。 

これにより、最新の情報を把握することで、総合的な空家等対策の立案につなげま

す。 

 

（５）地域団体（町会・自治会や高齢者に関わる方等）との連携 

空家等に関する情報は、行政よりも近隣市民の方が有しているケースも多く、本市

においても、一部の自治会において自主的に実施しているケースでは、空家等が発生

すると市にその旨を報告し、市ではその情報により、新たな空家等の発生などを確認

しています。 

このことから、空家等に関する情報提供について、地域団体（町会・自治会や高齢

者に関わる方等）、民生委員、社会福祉協議会と行政との連携を図る仕組みを検討しま

す。 

  

（※）「財産管理人制度」とは 

 ・財産の所有者や相続人が不明な場合に、家庭裁判所が選任した財産管理人が当

事者に代わって財産の保存や処分を行う制度のことである。 

 ・財産管理人が処分した後に残った財産は、国庫に帰属することになる。 

 ・財産管理人は、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産

を管理するのに最も適任と認められる人が選任される。弁護士、司法書士等

の専門家が選ばれることもある。令和 5 年 4 月から個々の土地・建物の管理

に特化した財産管理制度が新たに設けられた。 
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■例示 

【住宅所有者の承諾を得た地域一体となった対応】 

・日頃から高齢者等の家庭を訪問し、信頼関係を得ている地域住民や相談援助

活動を行っている民生委員等が、住宅に関して個別に相談を受け、その相談

内容が空家等の発生に繋がると判断した場合、相談者及び住宅所有者の了解

を得た上で、行政への情報提供や、市の相談窓口の紹介など、地域一体とな

った対応することで、空家等の発生予防に繋げる。 

 １‐２ 空家等の発生予防 

今後も空家等の増加が予想されることから、現時点で空家等となっているものへの対

策と並行し、新たな空家等の発生を予防・抑制するため、次の施策を推進します。 

 

（１）当事者意識の啓発等 

空家等の発生を予防するためには、住民の空家問題に関する意識の向上が重要です。 

そのため、空家等が周囲に及ぼす影響や問題点、空家等に係る制度等、先進事例を、

市広報紙やホームページ等の活用を通じて、市民への周知・啓発を行います。 

とりわけ持ち家に居住する高齢者、特に一人暮らしの高齢者への周知は非常に重要

であることから、以下の取組を検討します。 

 

① 近隣センター等での啓発活動 

高齢者が利用する近隣センター・運動施設・福祉施設等において、相談会や講習会

の開催や、ポスターの掲載、リーフレットの配布等を検討します。 
 

② 地域団体との連携による周知・啓発 

町会・自治会や民生委員・児童委員、社会福祉協議会、高齢者に関わる方等と連携

し、高齢者へのリーフレットの配布や啓発等、地域での啓発活動を検討します。 

 

 

（２）地域団体（町会・自治会や高齢者に関わる方等）との連携 

空家等の発生を予防するためには、空家等になる前段階での対応を進めることが重

要です。 

空家等に関する情報は、行政よりも近隣市民の方が有しているケースも多いことか

ら、空家等の発生の前段階での適切な情報提供や、その後の状態について、地域団体

（町会・自治会や高齢者に関わる方等）、民生委員、社会福祉協議会と行政との連携を

図る仕組みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

■例示 

【（仮称）わが家のエンディングノートの作成】 

・居住する住宅に関する状況や修理・改修履歴、今後の予定等を書き込むことで、

今後、必要と思われる建物のメンテナンス項目や費用計画など、建物の将来につ

いて整理ができ、相続や空家等に関する知識を得る機会や、あらかじめ親族との

話し合いのきっかけづくりとなるような冊子の作成を検討します。 
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（３）相続問題等に関する支援 

相続の際、権利関係が整理できずに利用や売却が進まず、長期間空家等となってい

る場合があります。また、相続放棄等により所有者が不明となる空家等は、管理不全

状態の空家等の発生にもつながるばかりか、活用や除却を進めるうえで非常に大きな

問題ともなります。 

こうした問題を未然に防ぐため、相続に関する手続き等の情報や、空家等の管理・

処分方法などを市広報紙等で周知するとともに、相続や空家等に係る専門家による相

談窓口の開設や、相談会等を開催することで、所有者等に対して適切な相続や管理・

活用を積極的に働きかけます。 

また、国では「相続登記の申請の義務化（令和 6 年 4 月施行）」等の、所有者不明土

地の解消に向けた民事基本法の見直しが行われました。土地と建物には密接な関係が

あり、所有者不明の土地の解決は所有者が分からない空家の解決にもつながると考え

られます。そのため、こうした法改正に関する情報を、ホームページやチラシ等を活

用した周知・情報提供を検討します。 

 

■不動産登記法の改正の概要 

（法務省民事局 令和 4 年 11 月資料より） 
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■建て替え困難な空家等の解体・除却の支援の事例（埼玉県川口市） 

【空家除却補助金】 

・「事前診断により住宅地区改良法の不良住宅と判定され、かつ、接道が無く建

て替えができない敷地に建つ空き家」「接道が無い敷地又は狭小敷地を隣接地

所有者が取得して 10 年間以上一体利用しようとする場合の当該接道がない敷

地又は狭小敷地に建つ空き家」等の空家を解体・除却する際の工事費用の一

部補助 

 

（４）解体・除却のための支援 

市場性が低く、流通・活用が見込めない空家等については、安全面や景観上の観点

から、所有者自らの責任で除却することが適切です。 

そのため、「空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000

万円特別控除）」の制度等を周知することで除却を促します。 

また、一般的に市場流通しにくい無接道敷地等において、建て替え困難な空家等の

解体・除却の支援を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（5）住まいの終活に関する支援 

空家等の発生原因として、居住者が死亡した場合に建物の相続人がすでに別の場所

で住居を構えていたり、相続問題で相続が進まない、相続放棄、所有者が入院、施設

への入所等があります。 

空家等がこうした理由で発生することを防ぐため、所有者とその家族を含め住まい

の最後を決められるように、リーフレット等の作成・配布等、住まいの終活支援を検

討します。 
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２ 空家等の流通・活用の促進に関する取り組み 
 

空家等が適切に活用されることは、空家等の管理不全を防止するだけではなく、地域

活力の維持・向上等に寄与することから、次の施策を推進します。 

なお、これらの施策については、関連計画である『柏市立地適正化計画』における

「居住誘導区域」（「都市機能誘導区域」を含む）を主に進めます。 

 

（１）市場流通への支援 

空家等の発生を抑制するためには、中古住宅の流通を促進することも重要です。 

現在、国土交通省において創設が進められている「安心 R 住宅」（※1）制度を活用

し、中古住宅を安心して購入できる環境整備を促進するとともに、流通の機会を増や

すため、制度の周知や住宅診断（※2）への支援等を検討します。 

 

 

また、本市では、空家等を福祉施設としての活用を検討する民間事業者や空家所有

者等、空家等の所在や諸元についての問い合わせがあるなど、空家等の情報が十分に

発信されているとはいえない状況です。 

そのため、不動産関連団体と連携し、空家等情報の共有方法を検討します。 

その他、空家等の流通や活用に関する市民の相談に応じる相談窓口の開設や、既存

制度に関する情報提供、市民が住み替えをする際、今まで居住していた住宅の流通を

促すための仕組みとして、家財道具等の処分補助金や耐震工事の支援制度等の施策を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）「安心 R 住宅」とは 

 ・中古住宅の流通促進のために設けられる制度であり、平成 30 年 4 月 1 日から標

章使用を開始している。 

 ・制度の概要としては、「住宅診断」（※2）を実施した中古住宅に対して、耐震性

や安全性、品質など、一定の基準を満たせば、当該住宅に標章（「安心 R 住宅」）

が付与され、購入者は、そのロゴマークにより「一定の品質が保障されている」

住宅であることが分かり、安心して購入することができるようになる。 
 
（※2）「住宅診断」とは 

・建築士等の専門家が、住宅の劣化状況について調査し、欠陥の有無や補修すべき

箇所、その時期などを客観的に診断すること。 
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（２）市事業による活用 

本市では、「公共施設等総合管理計画【基本方針編】（令和４年３月一部改定）」にお

いて、厳しい財政状況が予測される中、向こう 40 年間で公共施設総量を 13％縮減す

ることを目標としており、既存施設の有効活用を促進することが必要となっています。 

そのため、空家等を移住体験用住宅等の公共施設 として活用する可能性を検討しま

す。 

 
 
（３）空家等活用事業への支援 

空家を活用した交流拠点整備など公益的事業への施設整備助成，モデル事業への活

動助成，及び空き家情報バンクの周知を行うとともに活動の実情やニーズに合わせた

制度改正の検討を行います。 

 

（４）セーフティネット住宅としての空家活用 

   国による空家対策の一環として施行されている「住宅セーフティネット制度」 

  （※3）を利用し、空家等を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として入居支援を推進 

  します。 

 

  ①柏市としての住宅セーフティネット制度の展開 

高齢者等が安心して賃貸等住宅に入居できる環境を整えると共に、空家を高齢者等に  

貸すことへの所有者の抵抗感解消を図り、利活用を促進していきます。 

今後，入居者の費用負担による生活サポートサービスの制度などの展開により、空家

所有者側（大家、事業者）と入居者側の双方がメリットを感じるような仕組みづくりの

構築に向けて取り組んでまいります。 

  ②住み替えを契機とした子育て世帯への資産活用支援 

セーフティネット住宅の充実により、戸建住宅に一人暮らしをしている高齢者が自分  

の生活スタイルに合ったサービス付き高齢者向け住宅等への住み替えが可能となりま

す。 

住み替えにより生じた空家は、子育て世帯等が親の家や親の家の近くの空家等を活用

して居住することへのマッチングを推進することで、住宅ストックの活用推進と空家発

生の抑制を図っていきます。空家を子育て世帯向けの用の賃貸住宅として活用を条件と

した改修補助金などの支援制度を検討します。 

 

 

（５）財産管理人制度の活用 

様々な事情により相続放棄された空家等、所有者等の所在が不明な空家等が、本市

でも発生している現状を踏まえ、本市自ら財産管理人制度を活用するとともに、相続

放棄を行った親族の方等が行う財産管理人の申立をする場合の支援を検討します。 

（※3）「住宅セーフティネット制度」とは 

 ・今後、増加が見込まれる子育て世帯や高齢者世帯などの住宅確保要配慮者

（住宅の確保が難しい方）への対応や、空家等の増加といった政策課題に

対応するため、民間賃貸住宅や空家等を活用した住宅確保要配慮者向け住

宅の登録制度や登録された住宅の改修・入居への支援措置等を内容とする

制度のこと。  
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 （６）住まいの終活に関する支援 

住まいの終活に関して、解体・除却、相続、売却等の様々な選択肢が存在し、意思

決定をする際には、様々な専門的な知識も必要になります。そのため居住者やその家

族が誰に相談すれば良いかわかるよう、相談窓口の案内、市場流通への支援を検討し

ます。 
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３ 空家等の適切な管理の促進に関する取り組み 
 

空家等は所有者等の財産であることから、空家等が周辺へ悪影響を及ぼすことがない

よう、所有者等へ空家等の適切な管理を促すことが重要です。 

一方、管理不全になり、周辺へ悪影響を及ぼしている場合には、空家法に従った強制

権を伴った措置を講じます。 

 

３‐１ 所有者等による空家等の適切な管理 

空家等は所有者等の財産であることから、所有者等へ空家等の適切な管理を促すため

に、次の施策を推進します。 

 

（１）所有者等への啓発 

空家等の所有者等には、自ら適切に管理する責任があることや、空家等により周辺

へ悪影響を与えるなど様々な問題が生じることについて、リーフレットや市広報紙、

ホームページ等により啓発します。また、空家管理のサポートサービス（柏市シルバ

ー人材センター）の案内など、空家等の管理に関する必要な情報提供を行うことで、

所有者等へ空家等の適切な管理を促します。 

 

（２）所有者等以外による適切な管理の支援 

空家等の所有者等の様々な事情から、所有者等自らが適切に管理することが困難な

場合があります。 

そのため、遠方に住んでいるため維持管理ができない人には、NPO 法人等による代

行管理制度の紹介など、所有者の事情に合わせた管理方法の紹介や、町会・自治会、

地域の NPO 等による代行管理の仕組みや、施設入所等による一時的な空家等の維持管

理制度の整備を検討します。 

また、家庭や学校等による啓発活動を行うとともに、空家等に係る地域の見回りや

火災予防等、自主的に防犯活動を行なう団体に対し、警察・消防・市による支援体制

を検討します。 
 

 
 
 
 
 
 

  

■自治会との連携の事例（神奈川県横浜市） 

【自治会による空家維持管理】 

・自治会では、日頃から空家と空地の件数を把握し、転居する場合は、自治会

への脱会届けに転居先を記入してもらい、住宅が空家となった場合でも迅速

に連絡がとれるようにしている。 

・空家と空地の所有者は、所定の費用を自治会に払うことで、自治会にて定期

的に空家を見守る。 
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（３）改善指導 

周辺に悪影響を及ぼしている空家等について市民から通報があった場合や、パトロ

ール中に管理不全状態の空家等を発見した場合には、迅速に現地での影響確認を行い、

その結果に基づき、必要に応じて所有者等へ改善を促すための情報提供、助言その他

必要な援助を行います（空家法第 12 条）。 

 

（４）緊急安全措置 

空家等が危険な状態であり、一刻も早く措置が必要な場合で、当該空家等の所有者

等が必要な措置を講じない、または措置を講じる時間的な余裕がない場合には、危険

回避のため、市長は必要最小限の措置を講じます。なお、今後、専門の業者に依頼し

なければならない事態が生じることが考えられるため、費用が発生した場合には、当

該建物の所有者等からの費用徴収に努めます。 
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３‐２ 特定空家等に対する措置 
 

空家法で定める「特定空家等」に該当する建物については、地域住民の生活に深刻な

影響を及ぼしていることから、次の措置を講じます。 

 

 

 

 

（１）特定空家等に関する措置の手続き 

パトロールや実態調査、市民からの通報等により把握した空家等について、特定空

家等と判断された場合、空家法に基づく助言・指導、勧告等の必要な措置を講じます。 

以下に特定空家等に関する認定及び措置の主な手続きを示します。 
 

① 適切に管理されていない空家等の把握及び助言 

パトロールの情報や実態調査、市民からの相談・通報等に基づく現地での影響確認

（外観調査）により、適切に管理されていない空家等を把握します。 

把握した管理不全の空家等については、所有者等に対して改善を促す文書を送付し

ます。 
 

② 特定空家等の判断・認定 

「特定空家等」の指導を速やかに行うため、「空家等対策の推進に関する特別措置   

法」事務処理マニュアルを策定し、「柏市特定空家等判定基準」において「特定空家

等」か否かの判断を行います。 

今後は、判断の明確性を更に高めるため、千葉県すまいづくり協議会空家等対策検

討部会策定の「千葉県特定空家等判断のための手引き」を参考、本市の環境や実情に

沿った判断基準への適宜見直しを行います。  

 
 

■特定空家等のイメージ 

■「特定空家等」とは 
 
以下のいずれかの状態にあると認められる空家等をいう。 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

【特定空家等のイメージ】 
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③ 特定空家等の所有者等への助言又は指導 

市長は、「特定空家等」の所有者等に対して、当該「特定空家等」に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他生活環境の保全を図るために必要な措置を講じるよう助言

又は指導を行います。 
 

④ 立入調査 

助言又は指導を行なっても改善されない場合は、勧告へと移行しますが、その措置

が財産権の制約を伴う行為が含まれることから、より慎重な判断を行うため、所有者

等に通知したうえで、法に基づく立入調査を必要に応じて実施します。調査は、敷地

内に立ち入り、建物の詳細な状況調査を行います。 
 

⑤特定空家等の所有者等への勧告 

市長は、助言又は指導をした場合において、なお当該「特定空家等」の状態が改善

されないと認めるときは、柏市空家等対策協議会（部会）の協議を経て、当該助言又

は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置を講じることを勧告

します。 

なお、勧告を受けた特定空家等の土地については、固定資産税等の住宅用地特例の

措置の対象から除外されます。 

 

  ⑥特定空家等の所有者等への命令 

市長は、勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置を講じなかった

場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付

けて、その勧告に係る措置を講じることを命じます。 

なお、この場合、その者又はその代理人からの意見書及び自己の有利な証拠の提出、

公開による意見聴取の機会を設けます。 

また、公開の意見の聴取を行う場合においては、命じようとする措置並びに意見の

聴取の期日及び場所を期日の３日前までに、その者又はその代理人に通知するととも

に公告します。 
 

⑦戒 告 

市長は、必要な措置を命じた場合において、その期限までに履行がなされないとき

は、代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告します。 
 

⑧特定空家等に係る代執行 

市長は、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が措置を履行

しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みが

ないときは、行政代執行法の定めるところに従い代執行を行います。 

なお、代執行に要した一切の費用は、義務者から徴収（代執行法第５条・第６条）

します。  
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⑨略式代執行 

市長は、必要な措置を命じようとする場合において、過失がなく措置を命ぜられる

べき者を確知することができないときは、その者の負担において、その措置を自ら行

い、又は、命じた者もしくは委任した者に行わせることができます。 

 

  
■特定空家等に対する措置手順  

 

 
 

 

 市民等からの情報提供 

及び市の調査等 

現地確認、所有者の特定 

（空家法９条１項,10 条） 

緊急安全措置 

（条例 10 条３項）※１ 

地域住民に悪影響を及ぼしている 

特定空家等の判定  

立入調査 

（空家法９条２,３,４,５項） 

特定空家等の認定 

（市長） 

情報提供、利活用に必要な対策 

（空家法 12,13 条） 

助言、指導 

（空家法 14 条１項） 

勧告 

（空家法 14 条２項） 
固定資産税等の住宅用地特例の対象

から除外（地方税法 349 条の３の２等） 

 

弁明の機会（命令） 

（空家法 14 条４項） 

 
命令に係る事前通知 

（空家法 14 条７項） 

公開による意見聴取 

（空家法 14 条５,６,８項） 

 

命令 

（空家法 14 条３項） 

標識設置､その他の公示 

（空家法 14 条 11 項） 

過料（命令に違反） 

（空家法 16 条１項） 

 

行政代執行 

（空家法 14 条９項） 

 

柏
市
空
家
等
対
策
協
議
会
〔
部
会
含
む
〕（
空
家
法
７
条
１
項
） 

緊急的に危険な状態を回避する措置が

必要な場合 

所有者を特定できない 

事前の公告 

（空家法 14 条 10 項） 

略式代執行 

（空家法 14 条 10 項） 

助言又は指導して、 

なお改善されない場合 

正当な理由なく措置

をとらなかった場合 

必要な措置を命じて、

履行しない、または措

置が不十分である場合 

過料（立入調査の拒否等） 

（空家法 16 条２項） 

データベース化・更新 

（空家法 11 条） 

戒告（行政代執行） 

（行政代執行法３条１項） 

 

所有者等から費用徴収 

（行政代執行法５条、6 条） 

 

協議・回答 

※１）柏市空家等適性管理条例 

現地再確認 

（空家法９条１項） 

財産管理人制度 

（民法） 
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（２）特定空家等の判断基準の見直し 

空家等が特定空家等に該当するか否かを判断する基準は、国が定めた「『特定空家

等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」に

記載のある「『特定空家等』の判断の参考となる基準」に定める内容及び「千葉県特

定空家等判断のための手引き」を反映して、「柏市特定空家判断基準」を適宜見直し

ます。 

 

■「特定空家等」の判断の参考となる基準 
 

特定空家等の判断項目 判断の基準となる状態等 
 

① 
 

「そのまま放置すれば

倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある

状態」 

建築物が著し

く保安上危険

となるおそれ

がある。 

建築物が倒壊

等するおそれ

がある。 

建築物の著しい傾斜 

建築物の構造耐力上主要な部

分の損傷等 

屋根、外壁等

が脱落、飛散

等するおそれ

がある。 

屋根ふき材、ひさし又は軒 

外壁 

看板、給湯設備、屋上水槽等 

屋外階段又はバルコニー 

門又は塀 

擁壁が老朽化

し危険となる

おそれがあ

る。 

擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 

水抜き穴の詰まりが生じている。 

ひび割れが発生している。 
 

② 
 

「そのまま放置すれば

著しく衛生上有害とな

るおそれのある状態」 

建築物又は設備等の破損等が原因 

ごみ等の放置、不法投棄が原因 
 

③ 
 

「適切な管理が行われ

ていないことにより著

しく景観を損なってい

る状態」 

適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルール

に著しく適合しない状態 

その他、周囲の景観と著しく不調和な状態 
 

④ 
 

「その他周辺の生活環

境の保全を図るために

放置することが不適切

である状態」 

立木等が原因 

空家等に住みついた動物等が原因 

建築物等の不適切な管理等が原因 

資料）「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン） 
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４ 除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する取り組み 
 

空家等を除却した跡地が適切に活用されることは、空家等（跡地含む）の管理不全を

防止するだけではなく、地域活力の維持・向上等に寄与することから、次の施策を推進

します。 

なお、これらの施策については、関連計画である『柏市立地適正化計画』における

「居住誘導区域」（「都市機能誘導区域」を含む）を主として進めます。 

 

（１）市場流通への支援 

空家の除去後に発生する跡地について、流通や活用を促進することは、空家等と同

様に、地域の地価の向上や地域コミュニティの活性化等にとって重要です。 

対策としては、基本的には空家等と同様であり、不動産関連団体と連携して、跡地

情報の共有方法を検討するとともに、跡地の活用に関する市民の相談に応じるため、

相談窓口の開設を検討、空家の譲渡所得控除等の制度の周知、低未利用土地を譲渡し

た場合の長期譲渡所得の特別控除等の新たな制度を検討します。 

特に、そのままでは流通や活用が難しい小規模跡地や、法律上建物が建てられない

跡地については、周辺の跡地や空地の状況を把握しつつ、所有者による隣地取得や隣

地所有者による当該跡地の取得、事業者による周辺地を含む開発など、複数の土地を

一つに集約して土地の価値を向上させ、流通や利用の機会拡大につながるように、隣

地所有者への情報提供の充実や、再編のための合意形成の仕組みを検討します。 

 

（２）市事業による活用 

地域の活性化や地域コミュニティの向上を図るため、跡地の防災広場やコミュニテ

ィスペース等としての活用の仕組みづくりを検討します。 

 

（３）公益的な活用 

本市では、「みどりの保全・創出、人々の交流の増進、地域の魅力アップを図ってい

くことを目的」とした「カシニワ制度」を運用しています。 

今後もこの制度を推進し、うるおいのある住環境の形成を図るため、地域団体等に

より、跡地を「カシニワ制度」に活用する仕組みを検討します。 
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５ 関係主体の連携の促進に関する取り組み 

空家等を取り巻く課題は、様々な事象に及び、複雑化しています。そのため、課題解

決には関係主体の連携が重要であることから、次の施策を推進します。 

 

５‐１ 所有者等からの空家等に関する相談への対応 
 

空家等は個人の財産であることから、所有者等が十分な知識を持ち、適切な管理や活

用を図ることができるよう、次の施策を推進します。 

 

（１）市役所相談窓口の設置 

市民からの空家等に関する様々な相談に応じるために、市役所内に相談窓口を設置

し、以下の取組について実施・検討します。 

 

① ワンストップ窓口の設置 

空家等に関する問題は多岐にわたるため、相談内容により専門部署が分かれてしま

い、相談者はどこに行けば良いか分かりにくい状況となります。そのため、ワンスト

ップ型の総合窓口を設置し、空家等に関する全ての相談を総合窓口で対応し、相談員

は、相談内容に応じて専門部署や専門家へ引継ぎます。 

なお、総合窓口では、空家等の全般的な相談に対して、その内容に応じた適切な助

言や対応が必要なため、相談対応マニュアルを整備し、相談員の研修等に活用します。 

 

② 専門家との連携 

空家等の問題の中には、相続や不動産流通に関するもの、資金に関するものなど、

庁内の相談窓口だけでは対応が難しい専門的な問題も多くあることから、問題の解決

には幅広い観点からの対応が必要です。 

そのため、関係団体と市で相互協力等の協定を締結し、相談会への専門家相談員の

派遣や、苦情相談があった当該空家等の所有者特定業務の委託など、法律や不動産、

建築、金融、福祉等の各専門家（団体）と連携した総合的な相談体制をとります。 

 

③ 町会・自治会との連携 

空家等は、地域全体に影響を及ぼす可能性があることから、空家等の問題は地域の

課題と捉え、町会・自治会とともに問題解決に向けた取組を行っていくことが重要で

す。 

そのため、市役所の相談窓口だけではなく、地域住民の身近な相談窓口として町

会・自治会が相談に応じ、地域で解決できることは町会・自治会により対応し、除

却・売却など、専門的な相談については市の相談窓口につなぐなど、地域全体で空家

等の相談に迅速に対応できる体制づくりを検討します。  
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④ 電話による相談への対応 

空家等に関する問題は多岐にわたるため、問題解消のためには複数の部署や専門家

との連携が必要な場合があり、この場合、問題解消までには複数回窓口に行く必要が

あることも考えられ、歩行が困難な高齢者にとっては非常に難しい問題です。 

そのため、高齢者や市役所の窓口に行くのが困難な人の相談に柔軟に対応するため、

電話による相談を受け付けます。 

 

（２）空家等に関する相談会の開催 

空家等の所有者等や相続予定者を対象とした相談会の開催を検討します。 

相談会は、司法書士、宅地建物取引士、建築士等の空家問題に関する専門家の他、

弁護士や税理士等関係する各専門家の協力を得て、複数の専門家により、様々な相談

に応じ、専門家と市民が繋がることができるように努めます。また、市民に対し、よ

り相談しやすい環境を整えるため、町内会・自治会等の地域や、福祉関連施設等への

出前相談会の実施などを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相談体制 

 

 

 

 

柏市役所 
【総合窓口】：住宅政策課 

【専門窓口】 

・空き地の管理/指導に関する

事項：環境サービス課 

・空家の利活用に関する事項： 

 住環境再生課 

・建物に関する事項： 

 建築指導課 

【専門家窓口】 

・法律、不動産、 

建築、金融、 

福祉等の各専門家 

市民 

相談、対応 

市と協定締結 

取次、連携 

情報共有 

取次、連携 

情報共有 

連携、 

情報共有 

相談会の開催 
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５‐２ 庁内連携の強化 
 

本計画を効率的・効果的に実施するため、市役所の体制等について、次の施策を推進

します。 

 

（１）柏市空家等対策協議会の継続 

本市における空家等の問題を総合的・計画的に推進するため、現在設置している

「柏市空家等対策協議会（部会を含む）」を継続します。 

 

（２）専門家団体、市民等との連携強化 

空家等の問題は多岐にわたるため、問題を解決するためには専門的な見地が必要と

なる場合もあります。また、空家等による影響は周辺にも及ぶことから、地域全体で

対処方法を検討することも重要です。 

そこで、専門家団体や市民等と市とが連携し、空家等の問題に柔軟に対応すること

ができる仕組みづくりを検討します。（例えば、地域の実情を良く知り、消防・防災に

ついて精通している消防団との連携、町会や自治会と連携し、定期的な見守り、新た

な空家の情報提供を受ける等の仕組みづくり） 

 

（３）庁内体制の整備・強化 

空家等の問題は多岐にわたるため、問題の種類・状況に応じた部署が個別に対応す

ることになりますが、場合により、各関係部署が連携して分野横断的に解決を図るこ

とも必要となります。 

そのため、「総合窓口」において、全体の状況を把握し、関連部署との総合的な調整

や、専門家団体との連携、相談者への対応状況の進捗管理等を行います。また，相続

登記の申請義務化などの民事基本法制の見直しにともない，相談ニーズが高まること

が予想されることから，庁内体制の整備及び相続登記等に関する相談窓口の設置を検

討します。 
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５‐３ その他空家等に関する対策の実施 
 

これまで述べた施策の他、次の施策を推進します。 
 

（１）関係法令との連携 

空家等の問題は、例えば安全・安心という面だけ捉えても、建物の構造上の安定性

だけではなく、防犯や交通安全上の危険物としての観点、災害における障害物として

の観点など、様々な事象があるため、空家法に限らず、他法令により各法令の目的に

沿って必要な措置が講じられる必要があります。 

そのため、空家等の状況や他への影響、危険度等を判断し、関係法令の適用を総合

的に検討し、必要な対策を講じます。 

 

■関係法令に基づく措置内容 
 

法令名 措置内容 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律 

（第19条の４、第19条の７） 

ごみ等の不法投棄により生活環境の保全上の支障がある

場合の支障の除去等の命令、代執行等 

建築基準法 

（第９条、第10条） 

違反建築物、著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な

建築物等に対する除却等の命令、代執行等 

消防法 

（第３条） 

火災の予防に危険であると認める物件又は消防活動に支

障となると認める物件に対する除去等の命令、代執行等 

道路法 

（第43条、第71条） 

みだりに道路を損傷、汚損する場合、又は、土石、竹木

等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障

を及ぼす場合の除却、道路原状回復等の命令、代執行等 

災害対策基本法 

（第64条） 

災害が発生又は発生しようとしている場合の応急措置の

ための収用、被害を受けた工作物の除去等 

災害救助法 

（第４条） 

災害救助法が適用された場合、災害によって住居又はそ

の周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支

障を及ぼしているものの除去 
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（２）集合住宅の空室化に対する調査・検討 

本計画では集合住宅は対象としていませんが、今後は集合住宅の空室についても実

態を把握し、必要に応じて対策を検討します。 

特に、分譲マンションについては、建物を区分所有していることから、修繕や改築

する際の合意形成が難しい傾向にあり、老朽化が進むと空室率が高くなるおそれがあ

ります。また、平成 27 年の改正相続税法を契機として、地主が節税対策のため、短期

間のうちに多くの賃貸住宅が建設されました。これらの住宅の中には需給を考慮せず

に建てられたものもあり、空室の増加など、今後の動向を注視する必要があります。 

本市では、集合住宅の空家等の問題は顕在化していませんが、空室率が高くなると

建物自体の空家化につながり、戸建住宅より規模の大きな集合住宅の空家化は、周辺

に与える影響がより深刻化することが考えられます。 

そのため、実態を把握し、今後起こりうる問題をつかむことで、問題が深刻化する

前に対策が講じられるよう、情報収集等に努めます。 

 

（３）空家等に関する教育環境の整備 

わが国では、循環型社会の実現のため、これまでの新築重視の住宅政策から、スト

ック重視の住宅政策への転換を図っており、「住宅を作っては壊す」社会から、「いい

ものを作って、きちんと手入れし、長く大切に使う」社会への移行を促しています。 

学校での「環境教育」においても、自然環境保全の重要性等を学びますが、木をテ

ーマとして、貴重な資源を浪費するのではなく循環させることを、身近な住宅を例に

挙げて学ぶことは、将来の空家等の発生予防にもつながります。 

 

（4）地域の状況に合わせた取り組みの検討 

空家問題は市内においても、その地域ごとで状況が変わってきます。空家等が減少

傾向にある地域では、建物や土地の活用が活発に行われ、循環が進んでいるため、よ

り活用が進むよう維持管理が適切に行われるような取組、空家が増加傾向にある地域

に対しては予防、除却等を促進するような取組等の地域の状況に合わせた内容を検討

します。 

 

（5）より良い空家等対策や制度の拡充 

空家等はその地域に暮らす住民にとって大きな影響を与えており、空家問題を解決

するうえで地域住民の声は重要な情報になります。そうした声を聞くとともに、空家

等対策の先進的な取組を行っている自治体の調査、研究を行い、より良い空家等対策

や制度の拡充を目指します。 
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第 6 章 計画目標 
 

本計画を着実に実施するため、計画目標等を定め、推進します。 

 

１ 計画目標 
 

本計画を確実に実行するため、目標を設定することで、施策の効果を明確化します。 

目標の指標としては、対策計画の見直しを、５年を目安に行うことを踏まえ、空家等対

策を推進する母体となる実施体制を評価するため、主に体制の整備及び関係主体との連携

とし、見直しの目安となる５年後の令和９年度における目標を設定します。 

 

■計画目標 
 

指標名 指標の説明 
現況 中間目標 

令和 4 年度末 令和 9 年度末 

相談窓口の整備 相談窓口の整備・運用状況 
空家相談員制度の整

備・運用 

空家相談員制度の活用 

（相談実績 2 件/年） 

体制の整備 

多岐にわたる空家等の問題

を解決するための体制の整

備状況 

各種団体と協定を締結 協力体制の継続 

特定空家等の判断

基準の整備 

特定空家等の判断基準の整

備状況 

ガイドラインに準じた

基準 

法改正等の際に必要に

応じて見直し 

地域団体との連携 

地域団体（町会・自治会）

と連携し、空家等の発生の

前段階での情報提供や、空

家等に関する情報共有の仕

組みの整備状況 

職員の講師派遣し、空

家予防等啓発を実施 

（令和 4 年度までに 

7 件実施） 

地域団体との連携体制

の継続、職員等を派遣

し、空家予防等啓発に

努める 

（5 年間で 10 件） 

財産管理人制度の

活用 

所有者や相続人が不明な場

合に、家庭裁判所が選任し

た財産管理人が空家の保存

や処分を行う制度 

平成 30 年度から令和

4 年度までに 24 件実

施 

相続財産管理人や清算

人、不明土地・建物管

理人制度をケースに応

じて申立 

（５件/年） 

相談会の開催 
空家等の所有者等や相続予

定者を対象とした相談会 

新型コロナウィルス感

染症の流行により未実

施 

相談会の開催 

（４回/年） 

空家等活用への 

支援 

空家等の、公益的施設とし

て活用、子育て世帯の活用

に対する支援 

空き家活用補助事業、

カシニワおうちの整

備・運用 

整備済み制度の運用 

利用件数の増加 

 

また、計画目標を達成するための、実施する施策は次の表とおりです。 
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■施策の目的 

・管理の悪い空家等の増加を防ぐ（空家実態調査での特定空家等候補数の 372 件を超え

ない） 

・柏市内の住宅地の魅力を守るために、市・市民が協働して空家対策に取り組む意識を持 

ち合う 

 
 

主軸    当初 中間目標 最終目標 

地域団体等 

 
・モデル地区（2 地区程

度）にて、空家等に係

る情報共有、空家等の

見守り自主活動体制

（※）の試行 
 

 
・改善し、10 地区程度

で、空家等に係る情報

共有、空家等の見守り

自主活動体制の試行 
 

 
・改善し、市内全地区

に、空家等に係る情報

共有、空家等の見守り

自主活動体制の普及啓

発 
 

専門家団体 

 
・相談窓口・相談会への

協力 

・所有者のいない空家等

の対応協力（協定締

結） 

 

 
・相談窓口・相談会への

協力（継続） 

 

 
・相談窓口・相談会への

協力（継続） 

 

空家等対策協

議会・部会 

 
・空家等施策実施への 

協議 
 

 
・空家等施策実施への 

協議（継続） 
 

 
・空家等施策実施への 

協議（継続） 
 

市 

 
・相談窓口の改善、周知 

・空家等管理に係る広報 

・相談会等の実施 

（3 回/年） 

・所有者のいない空家等

の対応（５件） 

・判断基準の明確化 

・空家等の利活用に係る

事業の調整・支援 
 

 
・相談窓口の確立、継続 

・空家等管理に係る広報 

（継続） 

・相談会等の実施 

（４回/年） 

・所有者のいない空家等

の対応（５件/年） 

・空家等の利活用に係る

事業の調整・支援 
 

 
・相談窓口の継続 

・空家等管理に係る広報 

（継続） 

・相談会等の実施 

（４回/年） 

・所有者のいない空家等

の対応（５件/年） 

・空家等の利活用に係る

事業の調整・支援 

・フォーラム実施 
 

 
（※）地域の価値を守るための地域自らの見守り活動（連絡関係等） 
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■例示【空家等の見守り等を地域で行う制度】 

・住宅が空家等になり、さまざまな事情により定期的に管理できない場合は、近隣の方々や自治会

などに連絡先を伝え、問題が生じた際すぐに対処できるようにする。 
  
（例１） 

 
○町会等で空家等の

見守りを行う。 
 
○草木の繁茂等、問

題が生じたら所有

者に対応を依頼す

る。 

 

 
（例２） 

 
○町会等と所有者で

承 諾 を 取 り 交 わ

す。 
 
○草木の繁茂などを

町 会 等 で 対 応 す

る。 

 

 

市民・地域・事業者・行政等が相互に連携して取り組んでいます。 

空家等対策を進めるには地域社会全体での取組が必要となっています。このため，所有

者と行政だけでなく、町会や民間事業者，法務・建築・不動産などの専門家団体、ＮＰＯ

団体などの多様な主体が相互に連携を図り、総合的な空家等対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等を中心とした連携等イメージ図 

町会等で剪定 

越境した草木

伐採等につい

て承諾 

所
有
者 

町
会
等 

所
有
者 

町
会
等 

草木の伐採等を対応 

費用の負担 

見回り 状況連絡 
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２ フォーラム（討論会等）の開催 
 

本計画の進捗状況の報告や課題の検討、市民との問題意識の共有を図るため、計画期間

中にフォーラムの開催を検討します。 

フォーラムでは、計画の進捗や課題の報告、専門家・地域団体等による討論などを実施

し、施策の効果等について意見交換することで、新たな課題を抽出し、次期計画に反映さ

せます。 

また、この開催を通じ、空家等に関する様々な問題や取り組みを市民が知ることで、市

民と行政が協働して空家等の問題を解決する気運をさらに醸成し、活力ある魅力的な地域

づくり・まちづくりにつなげていきます。 
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１．空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日） 

（法律第百二十七号） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進

するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するもの

を除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

する。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
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３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情

報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が

必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的

な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 
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（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該

職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることがで

きる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要

な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報

の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデ

ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
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第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供

その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとる

よう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予

期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ

ればならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に

規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。 
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10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しく

は指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める

手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができ

る。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限まで

にその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置

を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土

交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げて

はならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図

るために必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通

省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の

適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、

地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過

料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、

ただし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 
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（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 
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２．柏市空家等適正管理条例 

 

柏市空家等適正管理条例 

平成23年６月27日 

条例第27号 

改正 平成28年３月23日条例第13号 

〔題名改正〕 

平成28年９月28日条例第41号 

令和２年10月１日条例第38号 

（目的） 

第１条 この条例は，空家等の適正な管理についてその所有者等の責務及び市民等の役割を

明らかにするとともに，適正な管理が行われていない空家等に対する措置について必要な

事項を定めることにより，空家等を適正に管理し，もって生活環境の保全を図ることを目

的とする。 

（平28条例13・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 空家等 本市の区域内に所在する建築物（長屋にあっては，その住戸）又はこれに

附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び

その敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし，国又は地方公共

団体が所有し，又は管理するものを除く。 

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管理が行われていないことによ

り著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

(3) 所有者等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）第３条に規定する所有者等をいう。 

(4) 市民等 本市の区域内に居住し，勤務し，通学し，又は滞在する者をいう。 

（平28条例13・令２条例38・一部改正） 

（民事による解決との関係） 

第３条 この条例の規定は，空家等の所有者等と隣人その他当該空家等が適正に管理されて

いないことにより被害を受けるおそれがある者との間で，民事による解決を図ることを妨

げるものではない。 

（平28条例13・一部改正） 
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（所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は，当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように自

らの責任において適正な管理をしなければならない。 

（平28条例13・一部改正） 

（本市の責務） 

第５条 本市は，この条例の目的を達成するため，空家等の適正な管理の促進を図るために

必要な施策を実施するものとする。 

（平28条例13・全改） 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は，前条の規定による施策の実施に協力するよう努めるものとする。 

２ 市民等は，空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは，規則で定める

ところにより，本市にその情報を提供するよう努めるものとする。 

（平28条例13・全改） 

（相互の協力） 

第７条 本市，空家等の所有者等及び市民等は，この条例の目的を達成するため，相互にそ

の果たす役割を理解し，協力するものとする。 

（平28条例13・全改） 

（空家等対策計画） 

第８条 市長は，法第６条第１項の規定により，空家等対策計画を定めるものとする。 

（平28条例41・追加） 

（協議会） 

第９条 法第７条第１項の規定により，柏市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

２ 協議会は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項について調査審議す

るものとする。 

３ 協議会は委員13人以内をもって組織し，市長を除く委員は法第７条第２項に規定する

者のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨

げない。 

５ 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とす

る。 

６ 前各項に定めるもののほか，協議会の組織に関し必要な事項は，規則で定める。 

（平28条例41・追加） 

（部会） 

第10条 協議会は，前条第２項に規定する事項のうち特定の事項を分掌させるため，その

指名する委員５人以内をもって構成する部会を置くことができる。 

２ 協議会は，その定めるところにより，部会の議決をもって協議会の議決とすることがで

きる。 
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３ 前２項に定めるもののほか，部会の組織に関し必要な事項は，規則で定める。 

（平28条例41・追加） 

 

（準用） 

第10条の２ 法第９条の規定は，空家等（法第２条第１項に規定する空家等を除く。）に

ついて準用する。 

２ 法第14条第１項から第８項まで及び第11項から第13項までの規定は，特定空家等

（法第２条第２項に規定する特定空家等を除く。）について準用する。この場合におい

て，法第14条第13項中「行政手続法（平成５年法律第88号）」とあるのは，「柏市行

政手続条例（平成８年柏市条例第１号）」と読み替えるものとする。 

（令２条例38・追加） 

（緊急安全措置） 

第11条 市長は，特定空家等の倒壊等による人の生命，身体又は財産に対する著しい危害

が現に急迫していると認められるときに限り，当該危害を回避するために必要な最小限度

の措置を講じることができる。 

２ 市長は，前項の措置を講じたときは，当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者

等から徴収することができる。 

（平28条例13・全改，平28条例41・旧第８条繰下，令２条例38・一部改正） 

（警察署長に対する要請） 

第12条 市長は，緊急の必要があると認めるときは，本市の区域を管轄する警察署の長に

対し，必要な措置を講じるよう要請することができる。 

（平28条例13・旧第10条繰上，平28条例41・旧第９条繰下） 

（支援） 

第13条 市長は，空家等の所有者等に対し，当該空家等が特定空家等にならないための必

要な支援をすることができる。 

（平28条例13・旧第11条繰上・一部改正，平28条例41・旧第10条繰下） 

（委任） 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

（平28条例13・旧第12条繰上，平28条例41・旧第11条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成23年９月１日から施行する。 

（見直し） 

２ 市長は，平成33年３月31日までの間に，この条例の施行の状況について検討を加え，

その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。 

（平28条例13・一部改正） 

附 則（平成28年条例第13号） 

この条例は，平成28年４月１日から施行する。 
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附 則（平成28年条例第41号） 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は，平成28年10月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の第９条第３項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は，この条例の施行の

日前においても，同項の規定の例によりすることができる。 

（部会の調査審議の特例） 

３ 部会は，この条例の施行の日から空家等対策計画を作成する日までの間，改正後の第

10条の規定により空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第

14条第３項の規定による命令に係る事項の調査審議をすることができる。 

附 則（令和２年条例第38号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の柏市空家等適正管理条例第11条第２項の規定は，この条例の

施行の日以後に講じた措置について適用する。 
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３．柏市空家等適正管理条例施行規則 

 

  柏市空家等対策協議会運営要領 

                  平成２８年１２月１６日 

                           改正 令和 ２年 ６月 ５日 

（趣旨） 

第１条 この要領は，柏市空家等適正管理条例施行規則（平成２８年柏市規則第８５号）第

７条の規定により，柏市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の運営等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（会議の開催） 

第２条 会長は，協議会の会議(以下「会議という」）を招集するときは，開催日時，開催場

所及び議案を委員に通知するものとする。 

２ 前項の通知は，当該会議を緊急に開催する必要が生じたときを除き，会議の７日前まで

に行うものとする。 

 (会議) 

第３条 協議会の会議は，会長が議長となる。 

２ 会議は，会長（会長に事故があるときは副会長）及び６人以上の委員の出席がなければ，

開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

４ 前２項の規定にかかわらず，感染症のまん延の防止の必要その他のやむを得ない事情が

あると会長が認めるときは，委員に議事に係る意見を求め，その半数以上から書面又は電

磁的記録により意見書の提出があった場合に限り，会長の決定をもって会議の議決に代え

ることができる。 

５ 会長は，前項の規定による決定をしたときは，遅滞なく，当該決定について委員に報告

しなければならない。 

（会長の専決事項） 

第４条 会長は，次に掲げる事項を専決することができるものとする。 

(1) 会議の公開又は非公開の決定に関すること。 

(2) 協議会及び部会において用いる文書の様式に関すること。 

(3) その他協議会運営に係る軽微な事務処理に関すること。 

(部会) 

第５条 会長は，協議会において特定の事項を分掌させるために， 

 部会に属する委員を指名し，当該委員にその旨を書面その他の方 

 法により通知するものとする。 

２ 会長は，自己を部会に属する委員として指名することができる 

 ものとする。 

３ 指名を受けた委員は，分掌事務につき利害を有する場合は，その理由を付して会長に指
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名の回避を申し出ることができるものとする。 

４ 指名を受けた委員は，速やかに部会長・副部会長を互選するものとする。 

５ 部会長は，部会における審議の経過及び結果を速やかに協議会 

 に報告するものとする。 

６ 部会の開催及び会議については，第２条においては，第１項の「協議会」を「部会」に，

第１項，第２項，第４項，第５項の「会長」を「部会長」，第２項の「６人」を「３人」

に読み替えて，第１項から第５項について適用する。  

（情報の公開） 

第６条 会議の公開，会議録及び協議会の公文書等に関しては，柏市情報公開条例（平成１

２年柏市条例第４号。以下「公開条例」という。）に基づき取り扱うものとする。 

２ 会議の公開は，傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

３ 会議の全部又は一部を非公開とする場合は，協議会に付議された議案が公開条例第２３

条第１項ただし書の規定に該当すると会長が認めたときとする。 

４ 会長は，会議を公開する場合（その会議の一部を公開する場合を含む。以下同じ。）に

あっては，当該会議の開催日の７日前までに次の各号に掲げる事項を記載した会議開催案

内を，柏市行政資料室に掲示及び配架をし，並びに柏市ホームページへの掲載をすること

等により周知を図るよう努めるものとする。ただし，当該会議を緊急に開催する必要が生

じたときは，この限りでない。 

(1) 開催日時及び場所 

(2) 議案 

(3) 傍聴人の定員 

(4) 傍聴手続 

(5) 問い合わせ先 

５ 会長は，会議が公開により開催された場合には，公開条例第２３条第３項の規定により，

第６条の会議録の写しを柏市行政資料室に配架するとともに，当該会議録の写しを柏市ホ

ームページへ掲載するものとする。 

６ 会長は，会議が非公開により開催された場合には，会議開催状況を柏市行政資料室に配

架するとともに，当該会議開催状況を柏市ホームページへ掲載するものとする。 

（会場の秩序維持） 

第７条 協議会は，会議を公開するにあたっては，傍聴に係る遵守事項等を定め，会長はこ

れを会場に掲示する方法等により傍聴人に周知するものとする。 

（会議録） 

第８条 会議の議長は，会議の内容について，次に掲げる事項を記載した会議録を作成する

ものとする。 

(1) 開催日時及び場所  

(2) 出席者の氏名 

(3) 会議に付した議案名 

(4) 議事の要旨 
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(5) その他会議の議長が必要と認める事項 

２ 会議録には，議長が署名するものとする。 

 （代理出席） 

第９条 委員（柏市長及び柏警察署の職員である者に限る。）は，や 

 むを得ない理由により会議に出席できないときは，当該委員の所 

 属においてその者の職を代理する者を代理者として当該会議に出 

 席させることができる。  

２ 前項により，代理者が会議に出席する場合は，あらかじめ会長 

 にその旨を報告しなければならない。 

 （公印の名称等） 

第１０条 会長の公印の名称，形状寸法，書体，使用区分，管理者及び個数は，次に掲げる

とおりとし，ひな形は別表に掲げるとおりとする。 

 (1) 名称 柏市空家等対策協議会会長之印 

 (2) 形状寸法 方２１ミリメートル 

 (3) 書体 てん書 

 (4) 使用区分 会長名をもって処理する文書 

 (5) 管理者 都市部住宅政策課長 

(6) 個数 一個 

２ 前項に定めるもののほか，公印の使用，保管等については，柏市公印規程（昭和３４年

柏市訓令第７号）の例によるものとする。 

  (庶務） 

第１１条 協議会の庶務は，都市部住宅政策課において行うものとする。 

（文書の記号） 

第１２条 協議会の文書に付する記号は「柏空協」とする 

 （補則） 

第１３条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は，会長が協議会に諮つて定める。 

  附 則 

この要領は，公布の日から施行する。 

  附 則 

 この要領は，令和２年６月５日から施行する。 

  別表 

 公印のひな型 

 

 

 

 

 

 

  

柏 市 空 家 

等 対 策 

協 議 会 

会 長 之 印 
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５．柏市空家等対策協議会 委員名簿[住宅政策課１3] 

 

令和５年３月現在      

 

氏 名 組織・団体等 

阿 部

あ べ

   孝

た か し

 
柏市ふるさと協議会連合会 

会長 

安 藤 允 巳

あ ん ど う ま さ み

 
千葉県柏警察署 

生活安全課長 

梅 本 舞 子

う め も と ま い こ

 
筑波技術大学産業技術学部 

准教授 

太 田 和 美

お お た か ず み

 柏市長 

岡 田

お か だ

 和 明

か ず あ き

 
千葉県建築士事務所協会 

東葛支部 支部長 

籠   義 樹

か ご よ し き

 
麗澤大学大学院経済研究科 

教授 

須 賀

す が

 盛

も り

 貴

た か

 
千葉県宅地建物取引業協会 

東葛支部 幹事 

髙 橋 祐 介

た か は し ゆ う す け

 
柏綜合法律事務所 

弁護士 

長谷川 秀 夫

は せ が わ ひ で お

 
千葉司法書士会 

会長 

花 田 良 德

は な だ よ し の り

 柏市民生委員児童委員協議会 

吉 江   悟

よ し え さ と る

 
柏市社会福祉協議会 

理事 

 

※50 音順・敬称略 
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６．令和 4 年度 柏市空家等実態調査 
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